
 
令和７年６月１１日 

 
オープンカウンター方式による見積合わせについて 

 
分任支出負担行為担当官 

群馬森林管理署長 野畑 直城 
 
 下記の案件について見積合わせを実施しますので、参加希望の者は期限までに見積書の提出をお願いします。 

 

記 

 

１ 件   名  第１号物件 物品の購入（事務用品） 

          第２号物件 物品の購入（現場用品） 

 第３号物件 物品の購入（住宅地図ほか） 

           

                        

２ 納 入 期 限  令和７年８月１２日（火） 

 

３ 納 入 場 所  群馬森林管理署 (群馬県前橋市岩神町 4-16-25) 

 

４ 見積書等提出  日時 令和７年６月３０日（月） 午前 10 時 30 分まで 

の日時・場所  場所 群馬森林管理署 総務グループ（経理担当） 

       ※電子調達システムを用いて見積合せを実施しますので、上記日時までに、電子調達システムによ

る提出をお願いします。 

※電子調達システムで提出することができない場合は、持参若しくは郵便による提出を認めます。 

（提出方法は「オープンカウンター方式による見積依頼に係る留意事項」による。） 

 

５ 提 出 書 類 （１）見積書 

※電子調達システムで提出する場合の見積額は税抜き金額を入力してください。

※紙で提出する場合の見積額は税抜金額と税込金額がわかるように記載し、必ず日付を記載してく

ださい。 

※見積書の日付は６月３０日（月）としてください。 

（２）令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）、関東・甲信越地域の競争 

参加資格（「物品の販売」又は「物品の製造」）の写し 

   ※電子調達システムを用いて参加する場合は、上記２点を内訳書データとして送信して下さい。 

※郵送、持参する場合は、上記書類を合封して封緘し、封筒の表に「（案件名）見積書在中」と朱 

書きで記載のうえ提出して下さい。 

 

６ 契約の締結日 見積採用の日から 1 週間以内 

   

７ 必要な資格等 令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）において、関東、甲信越地域の競争 

参加資格（「物品の販売」又は「物品の製造」を有する者である事）。 

 

８ そ の 他 （１）見積書の提出前に、「オープンカウンター方式の見積依頼に係る留意事項」及び「関東森林 

管理局随意契約見積心得」を必ず確認して下さい。 

（２）見積書を提出した場合は、「契約条件書」を承諾したものとみなします。 

（３）仕様書の物品の内、例示品と同等の品質、規格を満たす物品で見積りする場合は、令和７年 

６月２３日(月)午後２時００分までに、担当者に必要書類を確認のうえ提案し、了承を得てく 

ださい。 

 

担 当：総務グループ  経理担当  

電 話：０２７-２１０－１２０３  



 

契 約 条 件 書（売買） 

 

１ この契約条項において分任支出負担行為担当官を甲とし、見積書提出者(又は見積者)を乙と呼

称する。 

２ 乙は契約物品を納入したときは、その旨甲に通知して甲の検査を受け、これに合格したときを

もって引渡しを完了したものとする。 

 甲は納入の通知を受けた日から 10 日以内に検査を行うものとする。 

３ 検査に不合格のものがあったときは、納入期限内又は甲の指定した期限内に代品と引換え納入

して甲の検査を受ける。この場合は前項の条件を適用する。 

４ 乙は納入期限までに物品を納入することができないときは、すみやかに納入期限の延長を申し

出るものとする。 

５ 乙は天災その他不可抗力による場合のほか、納入期限までに物品を納入できないときは、 遅

延日数に応じ、遅延した部分の物品の契約金額に対し、年 3.0 パーセントの遅滞違約金を甲に支

払うものとする。 

６ 乙は物品の引渡しを完了したときは、売買代金の支払を請求することができる。 

７ 甲は適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に代金を支払うものとし、甲の責に帰する

理由により支払期限を経過して支払遅延となった場合は、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し

政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定により決定された率を乗じて計算

した額の遅延利息を乙に支払うものとする。 

８ 引渡し完了後 1 年以内に契約物品にかくれたかしがあった場合は、乙は甲の指示に従い、代品

と引換え又は補修費を負担するものとする。 

９ 甲は乙がこの契約に関し義務不履行、不正行為があったと認めたとき、又は乙の都合により解

約を申し出たときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合に乙は、解除

部分に対する契約金額の 100 分の 10 に相当する違約金を甲に支払うものとする。 

10 前各項のほか定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議して定めるものとする。 

11 この契約について紛争を生じたときは、甲、乙協議して定める第三者の調停によって解決する

ものとする。 

 



１．調達物品
第２号物件　物品の購入（現場用品）

例示品（メーカー・型番等）

規格・品質

モリタ宮田工業・ MEA4  消第26～29号 

粉末(ABC）1.2kg、総質量約2.0Kg、385×190×102mm

石神井計器製作所・HB-3L

LED照明付き

Bushnell・シモンズプロハンター

107×80×36mm、145g、望遠倍率6倍

六本木商店・ロープ

PP製、1本：φ8mm×15m

DRAPAS・16-241 カラー三角スケール

15cm 

FARMAGE・フェンス固定用ペグ

φ9×440mm

三共コーポレーション・65-2365-35 GA結束バンド（黒）

幅×全長：4.8×200mm、最大結束径：φ50mm、1袋100本入

三愛・2006

M、ポリエステル100％、フード付き

三愛・2006

L、ポリエステル100％、フード付き

三愛・2006

LL、ポリエステル100％、フード付き

三愛・2001

M、ポリエステル100％、フード付き

三愛・2001

L、ポリエステル100％、フード付き

三愛・2001

LL、ポリエステル100％、フード付き

東和コーポレーション・151-M

M、JAN：4907026015147

14 ゴム手袋 ブラウン 5 双

色

-

オレンジ

-

-

3

11 ヤッケ下

7 結束バンド

-

イエロー

三角スケール

13 ヤッケ下 5 着

12 ヤッケ下 5 着イエロー

イエロー

3

レーザー距離計 1

4 ロープ 2

本

個

本

黒

5

5

5

9

10

5

6 アンカーピン 500

コンパスグラス 2 個

着

着

袋

着

着

本

10

8 ヤッケ上

5

ヤッケ上

ヤッケ上

黒

イエロー

イエロー

イエロー

仕　　様　　書

番号 物品名
納入
数量

単位

1 消火器 3 本

2



東和コーポレーション・151-L

L、JAN：4907026015161

アシックス・FCP302.5001-27.0

サイズ：27.0cm

アシックス・FCP302.5001-26.5

サイズ：26.5cm

Boatpro・F-L-AZ

ステンレス製、サイズM、33.5×22×3.1㎝、480g

SEKIDAR

サイズM、21.4×18×7.5㎝、220g、

日本植生・緑化基材

種子手播資材、100㎡

合　　計 570

２．納入

３．責任の所在

４．その他

問い合わせ先

群馬森林管理署　総務グループ

〒３７１－８５０８　群馬県前橋市岩神町四丁目１６－２５

電話番号　０２７－２１０－１２０３

20 植生基材 3 個

ゴム手袋

安全靴

安全靴

スパイク

5

1

1

2

双

足

足

足オレンジ

2 足

-

15

16

17

18

ブラウン

インシグニアブルー
/ホワイト

19 ゲイター ブラック

インシグニアブルー
/ホワイト

上記の規格・品質欄の例示品又は例示品と同等の品質・規格を満たす物品

納入場所は群馬森林管理署（群馬県前橋市岩神町4丁目16-25）、納入数量は上記のとおりとし、納入期限は令
和7年8月12日とする。

業務の履行については、受注者が最終的に責任を負うこと。

詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じて打合せを行うものとする。



 

オープンカウンター方式による見積依頼に係る留意事項 

 

1.見積合わせに参加する者に必要な資格等 

(1)予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条の規定に該当しない者である 

こと。なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい

る者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。 

(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 

(3)関東森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」

に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

(4)令和7･8･9年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）において、関東、甲信越地域の競争

参加資格（「物品の製造」又は「物品の販売」）を有する者であること。 

※参加資格設定のある見積依頼に参加資格のない者が提出した見積書や見積書に関する諸条件に

違反した見積書は無効とします。 

 

2.見積書の提出先 

群馬森林管理署総務グループ（経理担当）（TEL:027-210-1203） 

〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4-16-25  

※1 見積書を郵送する場合は締切日時必着とし、封筒の表に「（案件名）見積書在中」と朱書き

して下さい。 

※2 見積書の宛名は「群馬森林管理署長」として下さい。 

 

3.契約書等の作成の要否 

会計法令等の規定に基づき、契約金額に応じ、請書の徴収または契約書を作成します。 

（契約金額により省略する場合もあります。） 

 

4.その他 

(1)参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積りを依頼し、随意契約を行うことができるもの

とします。 

(2)見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。 

(3)契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。 











　　　分任支出負担行為担当官

　　　群馬森林管理署長　野畑　直城　殿

（見積人）

住　　　　所

商号又は名称

代表者氏名

（代理人）

氏　　　　名

（見積内訳）

品名 規格 数量 単位 単価 金額

見　　積　　書 　(例）

令和　　　年　　　月　　　日

　ただし、第　　号物件　　　　　　　　　　の代金　　　　　金　　　　　　　　　　　　　　　円（消費税及び地方消費税込）　　　

　上記のとおり、見積心得及び見積依頼書記載事項を承知の上、見積りします。

小計

消費税

計（見積金額に一致）


